
○審議事項１

宮城県防除実施基準の変更（案）について 

１ 特別防除を行うことができる森林の区域の変更について 

 宮城県防除実施基準「１ 防除実施基準に定める特別防除を行うことのできる森林に

関する基準に適合する森林の区域」に定める区域を変更するもの。 

（１）対象区域 

【宮城郡松島町】 

① 高圧線下及び近接区域の指定解除(0.54ha)

② 小班内のマツの減少に伴い、広葉樹林化が進んだ区域の指定解除(0.35ha)

③ 町営駐車場に隣接する区域の指定解除(0.45ha)

上記見直しにより 79.91haから 78.57haに変更する。（計 1.34ha） 

（２）変更区域位置図 
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■変更区域一覧

※下線箇所：林小班の記載を正したもの（区域の変更なし）

変　更　後 変　更　前

所　在　地 面積 区域 所　在　地 面積 区域
市町村名 旧市町村名 （ｈａ） 市町村名 旧市町村名 （ｈａ）

79.91

1林班
ﾊ-1,2,3,4
ﾆ-1,4
ﾎ-2
ﾍ-1
ﾘ-4,5
2林班
ﾆ-6,7,8
3林班
ｲ-2
4林班
ｲ-3,6,7
5林班
ｲ-1
ﾛ-16,18
ﾊ-1
ﾁ-4,5,6
6林班
ﾛ-1,2
ﾎ-5,6,9
ﾍ-1,3,5,6,9
7林班
ｲ-19,20,24,25

宮城郡 松島町 78.57

1林班
ﾊ-1,2,3,4
ﾆ-1,4
ﾎ-2
ﾍ-1
ﾘ-4,5
2林班
ﾆ-6,7,8
3林班
ｲ-2
4林班
ｲ-3,6,7
5林班
ｲ-1
ﾛ-16,18
ﾊ-1
ﾁ-4,5,6
ﾘ-5-1,6-1,9
6林班
ﾛ-1,2
ﾎ-5,6,7,8,9
ﾍ-1,3,5,6,9
7林班
ｲ-19,20,24,25

宮城郡 松島町
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【解除予定現況写真】 

①高圧線下及び近隣区域の現況   ②広葉樹林化が進んだ区域 

③町営駐車場の状況 ③町営駐車場に隣接する区域
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２ 適正化事業に伴う林小班の表記の変更について 

宮城県では、森林経営管理制度を推進するための基礎資料となる林地台帳の精度向上を目的に「適正化

業務」※を実施している。当該業務による林小班の変更に合わせ、下表のとおり林小班の変更を行うもの

（区域・面積変更なし）。 

朱書き箇所：変更箇所 

※適正化業務（正式名称：森林クラウドシステム森林計画図等適正化業務）とは、地籍図、林況に合わせて森林計画図

を修正する事業。地籍図と森林計画図の整合を図ることで、林地台帳の整備を進めやすくなる。今後も事業を実施し、 

令和１０年事業完了予定。 
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